
 

「太陽光発電設備等共同購入事業」事業実施者選定評価基準 

 

令和８年３月 11 日 

 

（目的） 

第１条 この基準は、「太陽光発電設備等共同購入事業」事業実施者選定要項（以

下「選定要項」という。）第６条の規定により事業実施者を選定するために行う

評価について必要な事項を定める。 

 

（評価方法） 

第２条 選定要項第３条に定める「太陽光発電設備等共同購入事業」事業実施者選

定委員会（以下「選定委員会」という。）は、選定要項第６条の規定により事業

実施者の選定を行うために、選定要項第５条第２項に規定する応募書類及びプレ

ゼンテーションについて評価する。 

 

（評価項目及び評価基準） 

第３条 前条の評価は、次の各号について、別表「太陽光発電設備等共同購入事業」

事業実施者選定評価基準（以下「選定評価基準」という。）により行うものとする。 

⑴ 事業主体 

⑵ 事業計画 

⑶ 企画提案 

 

（選定方法及び評価点） 

第４条 選定要項第６条に定める選定を行う際の評価は、前条に掲げる項目を選定

評価基準により数値化し、別に定める選定評価表（別紙様式）により評価を行う。 

２ 選定委員会の評価点は、選定要項第３条第２項に定める各委員が採点した合計

点の総合計とする。（各委員１００点満点、合計３００点） 

３ 選定委員会の評価点が２００点以上、かつ最も高い者を事業実施者とする。 

４ １者のみの応募であっても、選定委員会の評価点が２００点未満の者は、事業

実施者から外すものとする。 

５ 委員１名につき評価項目の３項目以上でＣ評価となった場合には、選定委員会

の評価点が２００点以上でも、事業実施者から外すものとする。 

６ 同点の場合は、選定評価表「（３）企画提案」の点が最も高いものを選定する。

なお、「（３）企画提案」の点も同点の場合については、くじ引きにより決定す

るものとする。 

 



別表（第３条関係） 

「太陽光発電設備等共同購入事業」事業実施者選定評価基準 

評価項目 Ａ Ｂ Ｃ 

⑴

事

業

主

体 

財務状況 健全な財務状況にあるか。 財務状況は継続的
に良好であり、非常
に安定している。 

財務状況は良好
であり、安定して
いる。 

Ａ、
Ｂ 
以外 

業務実績 事業を遂行するための経験がある
か。 

本事業と同等の事
業の実績がある。 

本事業と類似又
は本事業の部分
的な実績があ
る。 

Ａ、
Ｂ 
以外 

⑵
事
業
計
画 

実施体制 本事業を効率的かつ有効に実施できる
体制が取られているか。 

（統括責任者、問い合わせ対応等） 

統括責任者及び
業務に必要な人
員が十分配置さ
れ、問い合わせ
対応の体制が十
分にある。 

統括責任者及び
業務に必要な人
員が配備され、
問い合わせ対応
の体制がある。 

Ａ、
Ｂ 
以外 

事業スケ 

ジュール 

仕様書の事業スケジュールに合致して
いるか。 
また、本事業の実施期間を通じて、実
効性のある現実的な内容であるか。 

仕様書に合致した
事業スケジュール
であり、実効性のあ
る現実的な内容で
ある。 

仕様書に合致し
た事業スケジュ
ールである。 

Ａ、
Ｂ 
以外 

⑶
企
画
提
案 

広告宣伝、 

購入希望者 

の募集 

購入希望者の属性を捉え、効果的、効
率的な手法が取られているか。また、
申込みを促す魅力的な内容であるか。 

優れた企画提案
である。 

標準的な企画提
案である。 

Ａ、
Ｂ 
以外 

申込後に実際の設置に繋げる工夫が
されているか。 

優れた企画提案
である。 

標準的な企画提
案である。 

Ａ、
Ｂ 
以外 

Webサイトの 

構築及び 

運用 

購入希望者にとって分かりやすく、利
用しやすい Webサイトであるか。 
また、運用においてメンテナンス体制、
セキュリティ対策が取られているか。 

優れた企画提案
である。 

標準的な企画提
案である。 

Ａ、
Ｂ 
以外 

施工事業 

者の選定 

施工事業者の財務状況、販売体制等を
考慮して、信頼性が高く、太陽光発電
設備等を安全かつ確実に施工できる事
業者の選定方法が取られているか。 

優れた企画提案
である。 

標準的な企画提
案である。 

Ａ、
Ｂ 

以外 

太陽光発電
及び蓄電池
システムの
施工及び検
査 

太陽光発電設備及び蓄電池の施工及
び検査に関して、専門的知見を有す
る者による実施体制、実施方法が取
られているか。 

優れた企画提案
である。 

標準的な企画提
案である。 

Ａ、
Ｂ 

以外 

問合せ対応 専門的な知見から業務マニュアル等を
作成し、問合せ、苦情に対応できる体
制及び運用方法が取られているか。 

優れた企画提案
である。 

標準的な企画提
案である。 

Ａ、
Ｂ 

以外 

リスク対応 施工事業者との契約手続に関するトラ
ブル等、想定されるリスクへの対応策
が取られているか。 

優れた企画提案
である。 

標準的な企画提
案である。 

Ａ、
Ｂ 
以外 



別紙様式（第４条関係） 

 

選定評価表 

 

委員氏名                

 

評価項目 
評価点 評価点

を記入 Ａ Ｂ Ｃ 

⑴

事

業

主

体 

財務状況 健全な財務状況にあるか。 10 ６ ２ 
 

業務実績 事業を遂行するための経験があるか。 
５ ３ １ 

 

⑵
事
業
計
画 

実施体制 本事業を効率的かつ有効に実施できる体制
が取られているか。 
（統括責任者、問い合わせ対応等） 

10 ６ ２ 

 

事業スケジ
ュール 

仕様書の事業スケジュールに合致しているか。 
また、本事業の実施期間を通じて、実効性の
ある現実的な内容であるか。 

10 ６ ２ 

 

⑶
企
画
提
案 

広告宣伝、 

購入希望者 
の募集 

購入希望者の属性を捉え、効果的、効率的な
手法が取られているか。また、申込みを促す
魅力的な内容であるか。 

10 ６ ２ 

 

申込後に実際の設置に繋げる工夫がされ
ているか。 

10 ６ ２ 
 

Webサイト 

の構築及び 

運用 

購入希望者にとって分かりやすく、利用しや
すいＷｅｂサイトであるか。 
また、運用においてメンテナンス体制、セキ
ュリティ対策が取られているか。 

５ ３ １ 

 

施工事業 

者の選定 

施工事業者の財務状況、販売体制等を考慮し
て、信頼性が高く、太陽光発電設備等を安全
かつ確実に施工できる事業者の選定方法が
取られているか。 

10 ６ ２ 

 

太陽光発電及
び蓄電池シス
テムの施工及
び検査 

太陽光発電設備及び蓄電池の施工及び検
査に関して、専門的知見を有する者による
実施体制、実施方法が取られているか。 

10 ６ ２ 

 

問合せ対応 専門的な知見から業務マニュアル等を作成
し、問合せ、苦情に対応できる体制及び運
用方法が取られているか。 

10 ６ ２ 

 

リスク対応 施工事業者との契約手続に関するトラブル等、
想定されるリスクへの対応策が取られている
か。 

10 ６ ２ 

 

合計（１００点満点）  

 


